
 

通報窓口（7条 2項）本部総務課 

予備調査委員会（12条 1項） 

本調査の要否（13条 1項） 

要（13条5項、6項） 

配分機関・ 

文部科学省 

 

通報者・ 

被通報者 

（報告） （通知） 

否（13条4項） 通報者 

調査委員会の設置 

（14条 1項） 

（通知） 

通報者・被通報者への通知

（14条 6項） 

委員会の構成に対する 

異議申立て（14 条 7項） 

調査委員を交代 

（14条 8項） 

（妥当と判断される場合） 

〔14 日以内〕 

本調査の開始（15条1項） 

認定 

（16条 1項） 

不正行為の認定 

不正行為不存在 

調査結果を公表しない 

（20条 3項） 

悪意に 

基づく通報 

〔14日以内〕 

配分機関・ 

文部科学省 

被通報者 

通報者・ 

被通報者 

結果に対する 

不服申立て 

（18条 1項、2項） 

・通報者の氏名、 

所属を公表 

（20条 4項） 

・通報者が所属する 

他の関係機関への通知

（17条 3項） 
調査委員会で 

再調査の要否を決定 

（19条 1項、2項） 

調査結果を公表 

（20条 1項） 

被認定者に対する措置（21条） 再調査の結果(19条 6 項) 

〔50 日以内〕 

 〔150 日以内〕 

〔30 日以内〕 

〔30 日以内〕 

※（）内は対応する「帝京大学・帝京大学短期 

大学における 研究活動に係る不正行為防止 

に関する規程」条項 

研究活動における不正行為に関する通報・調査の流れ 


